
2026 年２月 26日更新 

 

「2026 年度海外人材確保支援事業委託業務」に係る質問及び回答 

 

 質 問 回 答 

1 ＜契約書＞ 

 契約期間の終期が３月 22 日となっているが、３月 22 日は祝日で

ある。募集要領や業務委託仕様書では３月 23 日までとなっている

が、いずれが正しいか。 

 書類によって契約期間の記載に相違があり誠に申し訳ございません。 

募集ページ掲載の「契約書（案）」の契約期間は誤りであり、正式な契約期

間は「契約締結日から 2027 年３月 23 日まで」です。提案にかかる各種書類

は、３月 23 日までの契約として作成をお願いいたします。 

 


